
株式会社シンコム
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改正派遣法に基づきマージン率について公開いたします。

（2024年 4月～2025年 3月）

このマージン率の計算式

マージン率=((上記 3)－(上記 4)) ÷ (上記 3) 小数点第 3以下を四捨五入

マージン率の公開資料
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（１） キャリアコンサルティング相談窓口

キャリアコンサルティングの窓口 キャリアコンサルティングの実施場所

本社に設置（人事総務部） 本社会議室 or外部

電話での相談窓口 人事総務部（045-479-4168）

（２）キャリアアップに資する教育訓練

教育訓練の内容 主な対象者 訓練の方法 費用負担 賃金負担

1 入職時の基本教育訓練 新入社員 Off-JT 無償 有給

就業規則、個人情報、機密情報

マナー・エチケット、安全衛生等

衛生管理、常駐前研修、

2 職能別教育訓練 実務経験

1年以上

OJT
Off-JT

無償 有給

各種デザインツール、手法の教育で、

業務遂行に有効な利用技術を習得

情報セキュリティー、

③職種転換教育訓練 実務経験

3年以上

OJT
Off-JT

無償 有給

技術レベル向上と技術幅の拡大教育、

AIや 5Gも教育の一貫に組込み

英会話、対象社員へ日本語教育も実施。

4 階層別教育訓練 実務経験

5年以上

OJT
Off-JT

無償 有給

遵法、輸管、事業継続計画の理解、

BCP、派遣法（委託）、管理能力、グ

ローバル力の向上を実務で訓練習得、

マネージャー研修、部長研修、

キャリアアップ支援の公開資料
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当社は、労働者派遣法第 30 条の 4 第 1 項に基づき、労使協定方式を採用しております

1. 対象となる派遣労働者の範囲

当社と雇用関係にあるすべての派遣労働者を対象とする。

2. 有効期間

2025年4月1日から2026年3月31日まで（当該期間満了前に労使双方で協議の上、

更新）

3. 賃金の決定方法

派遣労働者の賃金は、職務内容、責任の程度、経験、能力等を考慮し、当社の賃金

規程に基づき決定し、一般労働者の賃金水準と同等以上となるよう定めている。

4. 教育訓練および福利厚生

派遣労働者に対し、段階的かつ体系的な教育訓練を実施する。

また、福利厚生については当社規程に基づき適用する。

労働者派遣法第30条の4第1項に基づく労使協定に関する情報公開


